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Ⅰ 調査の概要 

 

1. 調査目的 

本調査は、男女共同参画社会の実現に向けた取組を進める中で、市民の意識と実態が前回（平成

24年度）の調査以降、どのように変化してきているかを把握し、今後の男女共同参画推進施策の検

討及び次期男女共同参画プラン等策定の基礎資料とするために実施しました。 

 

2. 調査対象 

① 対象 満 20歳以上の鹿屋市民 2,000人（住民基本台帳から無作為で抽出） 

② 回収状況    回収数：953通（回収率：47.7％） 

③ 調査期間 平成 29年 6月 21日(水)～7月 10日(月) 

④ 調査方法 郵送による配布・回収 

 

3. 本報告書の見方（注意事項） 

① 図表中「Ｎ」とは、回答総数（あるいは、分類別の回答者数）を表しています。 
 

② 集計結果は百分率で算出し、小数点第２位を四捨五入しているため、百分率の合計が 100％にな

らない場合があります。 

 

③ 回答にあたって、２つ以上の回答（複数回答）を認めている場合は、合計は 100％を超える場合

があります。 
 

Ⅱ 調査結果の概要 

 

1. 回答者の属性 

① 性別 

 

 
 

② 年齢 

 

 
  

男性

41.7%

43.0%

女性

58.2%

56.3%

無回答

0.1%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=953)

H24年度調査

(N=1,205)

20～29歳

9.2%

8.9%

30～39歳

14.5%

15.2%

40～49歳

15.3%

16.3%

50～59歳

19.4%

24.1%

60～69歳

24.2%

21.9%

70歳以上

17.2%

12.7%

無回答

0.1%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=953)

H24年度調査

(N=1,205)
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③ 婚姻状況 

 

 
 

④ 子どもの有無 

 

 
 

 

⑤ 職業区分（雇用者、自営業等） 

 

 
 

⑥ 夫婦の職業有無 

 

 

  

結婚している
71.0%

結婚していたが

死別した
6.3%

結婚していたが

離別した
7.2%

結婚していない
14.9%

無回答
0.5%

いる
76.5%

いない
22.7%

無回答
0.8%

雇用者

52.9%

49.2%

57.9%

自営業主

8.0%

4.0%

13.8%

家族従事者

4.3%

5.7%

2.3%

主婦・主夫

17.1%

28.1%

1.8%

学生

0.8%

0.4%

1.5%

その他（無職等）

16.3%

11.9%

22.4%

無回答

0.5%

0.7%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=953)

女 性

(N=555)

男 性

(N=397)

どちらとも

職業がある

52.4%

夫のみ職業が

ある

22.9%

妻のみ職業が

ある

5.0%

どちらとも職業

がない 16.7%

無回答

3.0%



 

- 3 - 

2. 各分野における男女の地位の平等感 

 

◆「社会通念、慣習・しきたりなどで」男性が優遇されていると 

                      感じている割合が高い◆ 

 

各分野における男女の地位の平等感については、「平等である」と回答した人の割合は「家庭の中

で」（46.1％）が最も高く、次いで「学校教育の中で」（44.4％）、「職場の中で」（34.1％）、「法律や

制度上で」（32.2％）、の順となっています。 

一方、「男性の方が優遇されている」と回答した人の割合は、「社会通念、慣習・しきたりなどで」

（55.9％）が最も高く、次いで「地域社会の中で」（36.9％）の順となっています。 

また、全ての分野で『男性優遇』が『女性優遇』を上回っており、特に「社会通念、慣習・しき

たりなどで」は 50 ポイント以上、「地域社会の中で」、「家庭の中で」は 30 ポイント以上、『男性優

遇』が『女性優遇』より高くなっています。 

 

各分野の男女の地位の平等感（全体） 

 

  

33.8%

32.7%

8.3%

36.9%

25.8%

55.9%

2.7%

4.2%

2.0%

4.4%

8.6%

1.6%

46.1%

34.1%

44.4%

27.1%

32.2%

15.9%

11.5%

18.0%

32.0%

22.1%

24.2%

18.5%

5.9%

10.9%

13.3%

9.4%

9.1%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

家庭の中で

職場の中で

学校教育の中で

地域社会の中で

法律や制度上で

社会通念、慣習・

しきたりなどで

男性の方が

優遇されている
女性の方が

優遇されている
平等である わからない 無回答
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3. 社会全体における男女の地位の平等感 

 

◆「男性優遇」が男女ともに「女性優遇」を大きく上回る◆ 

 

社会全体でみた場合の男女の地位の平等感については、『男性優遇』（66.4％、「男性の方が非常に

優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の合計）が、『女性優遇』（6.3％、

「女性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」の合計）

を 60ポイント上回っています。 

前回の調査と比較すると、『男性優遇』の割合が前回より高くなっています。 

内閣府の調査では、『男性優遇』（74.2％）が『女性優遇』（3.0％）を約 70ポイント上回り、鹿屋

市以上に男性優遇と感じている人の割合が高くなっています。 

 

社会全体における男女の地位の平等感（調査結果比較：前回・国） 

 
  

男性の方が
非常に

優遇されている

6.7%

5.8%

9.7%

どちらかといえば
男性の方が

優遇されている

59.7%

57.0%

64.5%

平等である

14.9%

14.6%

21.1%

どちらかといえば
女性の方が

優遇されている

5.9%

8.7%

2.8%

女性の方が
非常に

優遇されている

0.4%

0.7%

0.2%

わからない

9.2%

11.6%

1.7%

無回答

3.1%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=953)

H24年度調査

（N=1205）

H28年度

内閣府調査

（N=3059）

『男性優遇』

計

『女性優遇』

計

66.4% 6.3%

62.8% 9.4%

74.2% 3.0%
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4. 男女があらゆる分野でもっと平等になるために、重要だと思うこと 

 

◆「女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改めること」で 

男女の割合が高い◆ 

 

男女が社会のあらゆる分野で平等になるために、最も重要だと思うことについては､「女性を取り

巻く様々な偏見､固定的な社会通念､慣習・しきたりを改めること」（25.8％）と回答した割合が最も

高く、次いで「女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得するなど、積極的に資質や能力の

向上を図ること」（20.9％）､「女性の就業や、社会参加を支援する施設・サービスの充実を図るこ

と」（18.4％）の順となっています。 

性別でみると、女性は「女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図ること」と

回答した割合が男性より高く、男性は「法令や制度の上での見直しを行い、女性に対する差別的取

扱いにつながるものを改めること」、「行政や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する

制度を採用・充実すること」が女性より高くなっており、回答傾向に違いがみられました。 

 

男女が社会のあらゆる分野で平等になるために、最も重要だと思うこと（全体・性別） 

 

  

8.5%

7.9%

9.3%

25.8%

26.5%

24.7%

20.9%

20.9%

20.9%

18.4%

20.2%

15.9%

8.3%

7.7%

9.1%

2.1%

1.6%

2.8%

12.2%

11.0%

13.9%

3.9%

4.1%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=953)

女 性

(N=555)

男 性

(N=397)

法
令
や
制
度
の
上
で
の
見
直
し
を
行

い
、
女
性
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い

に
つ
な
が
る
も
の
を
改
め
る
こ
と

女
性
を
取
り
巻
く
様
々
な
偏
見
、
固

定
的
な
社
会
通
念
、
慣
習
・し
き
た

り
を
改
め
る
こ
と

女
性
自
身
が
経
済
力
を
つ
け
た
り
、

知
識
・技
術
を
習
得
す
る
な
ど
、
積

極
的
に
資
質
や
能
力
の
向
上
を
図

る
こ
と

女
性
の
就
業
や
社
会
参
加
を
支
援

す
る
施
設
・サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図

る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

行
政
や
企
業
な
ど
の
重
要
な
役
職
に

一
定
の
割
合
で
女
性
を
登
用
す
る

制
度
を
採
用
・充
実
す
る
こ
と
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5. 家庭における役割分担について 

 

◆家庭における役割分担については、 

           「主に妻」がほとんどの項目で依然として高い割合◆ 

 

家庭における役割分担についてみると、「主に妻」の割合が最も高い項目は、「食事の準備」（84.8％）、 

次いで「洗濯」（74.4%）、「食事の片付け」（73.6％）、「掃除」（70.6％）などの家事や、「育児」（46.4%）、

「学校行事や PTA等への参加」（43.0％）、「家族の介護」（27.3％）となっています。一方、「主に夫」 

の割合が最も高い項目は「世帯の収入を得る」（53.0％）のみで、依然として、家庭における妻の負

担が大きいことが伺えます。 

また、「夫婦で分担」の割合が高い項目は、「高額商品や不動産購入等を決める」（46.5％）、「町内

会など地域活動への参加」（29.5％）で、これらの項目については、夫婦で協力していることが伺え

ます。 

 

家庭における役割分担（全体） 

 

  

主に夫

1.5%

3.8%

3.0%

5.3%

0.3%

1.8%

3.4%

27.6%

36.6%

53.0%

主に妻

84.8%

73.6%

70.6%

74.4%

46.4%

27.3%

43.0%

25.4%

5.9%

4.4%

夫婦で分担

9.2%

15.5%

21.4%

16.2%

22.6%

15.1%

20.4%

29.5%

46.5%

34.1%

家族で分担

2.2%

4.6%

1.0%

2.8%

1.8%

1.5%

その他の人

0.7%

0.1%

該当しない

19.5%

41.7%

22.5%

10.5%

3.4%

1.6%

無回答

1.6%

1.3%

1.5%

1.6%

9.0%

8.9%

9.7%

4.0%

5.8%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

食事の準備

食事の片付け

掃除

洗濯

育児

家族の介護

学校行事やPTA等への参加

町内会など地域活動への参加

高額商品や不動産購入等を決める

世帯の収入を得る

2.2% 0.4% 0.3%

5.0% 0.4% 0.3%

3.2% 0.3%

1.9% 0.3% 0.1%
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6. 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

 

◆男女ともに「反対」が「賛成」を上回る◆ 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方については、反対（「反対」と「どち

らかといえば反対」の合計）の割合（47.2％）が、賛成（「賛成」と「どちらかといえば賛成」の合

計）の割合（34.7％）より 12.5ポイント高くなっています。 

これを性別にみると、男女ともに「賛成」より「反対」の割合が高くなっており、特に女性は「反

対」が 17.6ポイント高くなっています。 

前回も今回同様、「賛成」より「反対」の割合が高く、その差は、前回は 8.3 ポイントでしたが、

今回は 12.5ポイントの差に拡大しており、固定的な性別役割分担意識が少しずつ変わってきている

ことが伺えます。 

県や内閣府の調査結果も同様に、「賛成」より「反対」の割合が高くなっています。 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について（全体・性別） 

 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について（調査結果比較：前回・県・国） 

  

賛成

7.2%

6.3%

8.6%

どちらかといえば
賛成

27.5%

25.9%

29.7%

どちらかといえば

反対

28.1%

32.1%

22.4%

反対

19.1%

17.7%

21.2%

わからない

13.1%

12.6%

13.9%

無回答

4.9%

5.4%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=953)

女 性

(N=555)

男 性

(N=397)

『賛成』 『反対』

34.7% 47.2%

32.2% 49.8%

38.3% 43.6%

賛成

7.2%

10.0%

7.0%

8.8%

どちらかといえば賛成

27.5%

26.1%

38.8%

31.7%

どちらかといえば反対

28.1%

23.5%

32.1%

34.8%

反対

19.1%

20.9%

16.2%

19.5%

わからない

13.1%

12.3%

5.1%

無回答

4.9%

7.1%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=953)

H24年度調査

（N=1205）

H28年度県調査

（N=2227）

H28年度

内閣府調査

（N=3059）

『賛成』 『反対』

34.7% 47.2%

36.1% 44.4%

45.8% 48.3%

40.5% 54.3%
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7. 地域における活動等への参加状況（複数回答） 

 

◆活動への参加が多いのは、町内会等の地区団体活動◆ 

 

地域における活動への参加状況については、「特に何もしていない」（38.2％）と回答した人の割

合が最も高く、次いで「町内会や自治会などの地区を単位とした団体活動」（35.7％）、「子ども会、

ＰＴＡ、スポーツ少年団などの子どもの活動に関わる団体活動」（18.5％）、「スポーツや趣味、文化

振興などに関わるサークル活動」（17.3％）の順となっています。 

また、性別でみると、女性は、「子ども会、ＰＴＡ、スポーツ少年団などの子どもの活動に関わる

団体活動」、「婦人（女性）会、高齢者クラブ、青年団などの団体活動」などで男性より高く、男性

は「町内会や自治会などの地区を単位とした団体活動」で女性より高くなっています。 

なお、「特に何もしていない」理由としては、「忙しくて、ゆとりがない」「病気がちで、体調がよ

くない」「活動を知らない、関心がない」などが多く挙げられています。 

 

地域における活動への参加状況（全体・性別） 

※回答項目上位 5位のみ掲載    

 

  

35.7%

18.5%

17.3%

7.7%

38.2%

29.7%

19.6%

17.5%

8.3%

40.2%

44.1%

16.9%

17.1%

6.8%

35.3%

0% 20% 40% 60%

町内会や自治会などの地区を単位とした団体活動

子ども会、ＰＴＡ、スポーツ少年団などの

子どもの活動に関わる団体活動

スポーツや趣味、文化振興などに関わるサークル活動

婦人(女性)会、高齢者クラブ、青年団などの団体活動

特に何もしていない

全 体(N=953) 女 性 (N=555) 男 性 (N=397)
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8. 生活の中での仕事、家庭生活、地域・個人生活の優先度（希望と現実） 

 

◆仕事と家庭生活をともに優先したいが、 

現実では女性は「家庭生活」、男性は「仕事」を優先◆ 

 

生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」の優先度の希望と現実については、「「仕

事」と「家庭生活」をともに優先」（希望 32.3％、現実 24.0％）、「「仕事」と「家庭生活」と「地域・

個人の生活」をともに優先」（希望 15.7％、現実 7.7％）が希望に対して現実は低くなっており、一

方「「仕事」を優先」の割合は希望 6.7％に対して現実 22.7％となっています。 

性別でみると、女性は「「家庭生活」を優先」が希望 25.0％に対し現実 31.5％となっており、男

性は「「仕事」を優先」が希望 12.1％に対し現実 32.0％となっています。 

 

生活の中での「仕事・家庭生活等」の優先度（希望と現実）（全体・性別） 

 

  

「
仕
事
」
を
優
先

6.7%

22.7%

2.9%

15.9%

12.1%

32.0%

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

21.0%

23.9%

25.0%

31.5%

15.4%

13.4%

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
優
先

2.7%

3.0%

2.3%

3.1%

3.3%

3.0%

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

を
と
も
に
優
先

32.3%

24.0%

30.8%

22.9%

34.3%

25.7%

「
仕
事
」
と
「
地
域
・

個
人
の
生
活
」
を

と
も
に
優
先

3.3%

4.1%

2.9%

4.0%

3.8%

4.3%

「
家
庭
生
活
」
と

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
と
も
に
優
先

10.7%

7.0%

12.4%

8.6%

8.3%

4.8%

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
と
も
に
優
先

15.7%

7.7%

15.9%

6.5%

15.6%

9.3%

わ
か
ら
な
い

5.4%

4.7%

5.9%

4.7%

4.5%

4.8%

無
回
答

2.2%

2.8%

1.8%

2.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

希 望

現 実

希 望

現 実

希 望

現 実

全体

（N=953）

女性

（N=555）

男性

（N=397）
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9. 男女が家事、子育て等に、より積極的に参加していくために必要なこと（複数回答） 

 

◆夫婦や家庭間で互いの立場を理解し、 

コミュニケーションをよくはかることが必要であるという割合が高い◆ 
 

男女がともに家事、子育て、介護、地域活動に、より積極的に参加していくために必要なことに

ついては、「夫婦や家庭間で互いの立場を理解し、コミュニケーションをよくはかること」（57.2％）

と回答した人の割合が最も高く、次いで「子どもに対して、家事などを性別によらず、身につける

ことができるような育て方をすること」（37.8％）、「労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕

事以外の時間を多く持てるようにすること」（30.6％）、「男性が家事などに参加することに対する男

性自身の抵抗感をなくすこと」（30.4％）の順となっています。 

性別でみると、女性は、「子どもに対して、家事などを性別によらず、身につけることができるよ

うな育て方をすること」「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」

などが必要という割合が男性よりも高く、男性は、「労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕

事以外の時間を多く持てるようにすること」「家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男

性が相談しやすい窓口を設けること」が必要という割合が女性より高くなっています。 
 

    男女がともに家事・子育て・介護等に積極的に参加していくために必要なこと（全体・性別） 

  

57.2%

37.8%

30.6%

30.4%

27.8%

20.3%

7.1%

6.9%

1.7%

4.0%

7.4%

59.5%

44.7%

28.3%

36.4%

30.3%

21.4%

7.6%

5.8%

1.4%

3.1%

6.7%

53.9%

28.0%

34.0%

22.2%

24.2%

18.6%

6.5%

8.6%

2.0%

5.3%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

夫婦や家族間で互いの立場を理解し、

コミュニケーションをよくはかること

子どもに対して、家事などを性別によらず、

身につけることができるような育て方をすること

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、

仕事以外の時間を多く持てるようにすること

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

男性の育児・介護休業の取得などについて、

職場の上司や周囲の理解が進むこと

社会の中で、男性による家事、子育て、

介護、地域活動についてもその評価を高めること

男性が家事などに参加することに対する

女性の抵抗感をなくすこと

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、

男性が相談しやすい窓口を設けること

その他

特にない

わからない・無回答

全 体 (N=953) 女 性 (N=555) 男 性 (N=397)
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10. 家庭における高齢者介護を主に女性が担っていることについて 

 

◆男女を問わず、「夫など男性も分担すべきである」という割合が高い◆ 

 

家庭における高齢者介護については、「夫など男性も分担すべきである」（57.0％）と回答した人

の割合が高く、次いで「現状ではやむをえない」（25.4％）の順であるが、その差は約 31 ポイント

あり、家庭内でお互いに協力し合うことが必要であると男女ともに感じていることが伺えます。 

一方、「介護は女性が担う方がいいと思う」は 4.6％と低い割合となっています。 

 

家庭における高齢者介護（全体・性別） 

 

  

介護は女性が

担う方がいいと思う

4.6%

4.1%

5.3%

現状では

やむをえない

25.4%

23.4%

28.2%

夫など男性も

分担すべきである

57.0%

61.4%

50.9%

その他

4.3%

4.1%

4.5%

わからない

6.0%

4.7%

7.6%

無回答

2.7%

2.2%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=953)

女 性

(N=555)

男 性

(N=397)



 

- 12 - 

11. 女性が職業をもつことについての意識 

 

◆「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」という割合が高い◆ 

 

女性が職業をもつことについての意識では、「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」

（39.2%）と回答した人の割合が最も高く、次いで「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら

再び職業をもつ方がよい」（34.7%）の順となっています。 

前回調査では、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」が「子

どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」より 8.1 ポイント高くなっていましたが、今回逆

転し、「子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」という割合が、4.5ポイント高くなっ

ています。 

内閣府調査や県の調査でも同様に、「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」の割合が

最も高く、特に内閣府の調査では、その割合は過半数を占めています。 

 

女性が職業をもつことについての意識（調査結果比較：前回・県・国） 

 

  

34.7%

34.8%

34.8%

41.9%

39.5%

26.3%

39.2%

38.4%

40.6%

33.8%

41.4%

54.2%

6.3%

7.6%

4.5%

6.4%

6.4%

1.5%

8.4%

7.0%

10.1%

6.1%

2.9%

3.4%

2.3%

1.7%

3.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査(N=953)

女 性

(N=555)

男 性

(N=397)

平成24年度調査(N=1,205)

平成28年度県調査(N=2,227)

平成28年度内閣府調査(N=3,059)

女
性
は
職
業
を
も
た
な
い
方
が
よ
い

結
婚
す
る
ま
で
は
、
職
業
を
も
つ
方

が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
、
職
業
を

も
つ
方
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
た
ら
職
業
を
や
め
、

大
き
く
な
っ
た
ら
再
び
職
業
を
も
つ

方
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
て
も
、
ず
っ
と
職
業

を
続
け
る
方
が
よ
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

0.7% 4.4% 5.1%

0.5% 3.3% 5.4%

3.3% 4.7% 8.4%

1.0% 3.9% 3.5%

1.1% 4.0% 3.8%

1.0% 3.8% 3.0%
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12. 職場における性別による処遇のちがい（複数回答） 

 

◆半数の人が処遇や対応に差があると感じている◆ 

 

職場において、性別による処遇や対応に差があるかについては、半数の人が処遇や対応に差があ

ると感じており、「賃金に格差がある」（16.5％）、「育児休業や介護休業の取りやすさに差がある」

（15.9%）､｢管理職への登用や昇進、昇格に差がある｣（13.7%）、「女性を補助的な業務等に従事させ

る傾向がある」（12.9%）の順となっています。 

前回の調査と比較すると、ほとんどの項目で性別による処遇や対応に差があると感じる人の割合

が若干減少しています。 

県の調査と比較すると、本市は「結婚や出産時に退職する慣例や雰囲気がある」が 3.2ポイント、

「中高年女性には退職を促すような雰囲気がある」が 1.2ポイント高くなっています。 

 

職場における性別による処遇や対応の差（調査結果比較：前回・県） 

  

16.5%

15.9%

13.7%

12.9%

9.5%

7.1%

5.4%

3.8%

3.2%

50.0%

4.6%

22.6%

13.3%

20.9%

12.1%

5.4%

6.1%

3.9%

44.5%

4.7%

19.9%

10.6%

12.6%

15.8%

6.3%

9.4%

5.4%

2.6%

2.9%

45.2%

10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

賃金に格差がある

育児休業や介護休業の取りやすさに差がある

管理職への登用や昇進、昇格に差がある

女性を補助的な業務等に従事させる傾向がある

結婚や出産時に退職する慣例や雰囲気がある

募集・採用の機会に格差がある

社内研修や教育訓練、出張や視察などの機会に差がある

中高年女性には退職を促すような雰囲気がある

その他

特にない

無回答

今回調査 (N=504) H24年度調査（N=593） H28年度県調査（N=1026）

前回：同一項目無し

前回：同一項目無し
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13. 「ワーク・ライフ・バランス」の実現度 

 

◆ワ－ク・ライフ・バランスが実現できていないと感じている人が約４割◆ 

 

現在「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）が実現できているかについては、実現で

きていると感じている人（「実現できている」と「どちらかといえば実現できている」の合計）が

41.8％、実現できていないと感じている人（「実現できていない」「どちらかといえば実現できてい

ない」の合計）が 38.9％となっており、「ワ－ク・ライフ・バランス」が実現できていると感じて

いる人の割合が若干高くなっています。 

「性別」でみると、実現できていると感じている人の割合は、男性より女性の方が若干高くなっ

ています。 

 

「ワーク・ライフ・バランス」の実現について（全体・性別） 

 

  

実現できている

10.8%

11.9%

9.5%

どちらかといえば
実現できている

31.0%

31.8%

30.3%

どちらかといえば

実現できていない

21.2%

20.8%

21.8%

実現できていない

17.7%

16.5%

19.0%

どちらともいえない

11.6%

10.7%

12.6%

無回答

7.7%

8.3%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

(N=622)

女 性

(N=327)

男 性

(N=294)

『実現できて

いる』

『実現できて

いない』

41.8% 38.9%

43.7% 37.3%

39.8% 40.8%
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14. 女性が離職せず仕事を続けるために必要なこと（複数回答） 

 

◆「保育施設など子供を預けられる環境の整備や育児支援サ－ビスの充実」が 

必要とする割合が高い◆ 
 

女性が育児や介護などで離職することなく仕事を続けていくためには、どのようなことが必要か

については、「保育施設など子供を預けられる環境の整備や育児支援サ－ビスの充実」（66.4％）と

回答した人の割合が最も高く、次いで「女性が働き続けることに対する家族や周囲の理解・協力」

（45.1%）､｢男女双方が育児・介護休業制度などを利用しやすい職場環境づくり｣（44.4）%､｢介護支

援サ－ビス｣（41.3%）の順となっています。 

性別でみると男女とも、「保育施設など子供を預けられる環境の整備や育児支援サ－ビスの充実」

を求める割合が６割強と高く、また女性は、「女性が働き続けることに対する家族や周囲の理解・協

力」が必要という割合が男性に比べ高く、一方男性は、「男女双方の長時間労働の改善を含めた働き

方の見直し」が必要との回答割合が女性に比べて高くなっています。 
 

女性が働き続けるために必要なこと（全体・性別） 

  

66.4%

45.1%

44.4%

41.3%

37.6%

35.9%

28.5%

25.7%

19.7%

1.9%

1.6%

2.6%

3.0%

66.8%

51.9%

46.7%

43.6%

40.5%

38.4%

26.3%

25.4%

20.4%

1.6%

0.7%

2.2%

3.2%

65.7%

35.5%

41.1%

38.0%

33.5%

32.2%

31.7%

26.2%

18.9%

2.3%

2.8%

3.3%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

保育施設など子供を預けられる

環境の整備や育児支援サービスの充実

女性が働き続けることに対する家族や周囲の理解・協力

男女双方が育児・介護休業制度などを

利用しやすい職場環境づくり

介護支援サービスの充実

職場における育児・介護との両立支援制度の充実

男性の家事・育児などへの参画

男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方の見直し

不安定な雇用条件(非正規雇用等)の改善や男女間の格差是正

手軽に利用できる家事代行サービスの普及

その他

特にない

わからない

無回答

全 体 (N=953) 女 性 (N=555) 男 性 (N=397)
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15. 配偶者等から暴力や嫌がらせを受けた経験 

 

◆配偶者等から暴力や嫌がらせを受けた経験のある人は、女性の５人に１人◆ 
 

これまで配偶者や元配偶者等から暴力や嫌がらせを受けたことがあるかについては、身体的暴力

（身体に対する暴行）については女性の約５人に１人（19.0％）、精神的暴力（精神的な嫌がらせ・

脅迫）については女性の約６人に１人（16.5％）、性的暴力（性的な行為の強要）については女性の

約７人に１人（14.0％）が、経験があると回答しています。一方、男性においても少なからず被害

を受けていることが見受けられます（それぞれ 7.0％、4.9％、1.8％）。 

県の調査と比較すると、本市はいずれのＤＶについても被害経験のある人は低い割合となってい

ます。 
 

配偶者等からのＤＶ経験の有無【身体に対する暴行】（調査結果比較：県） 

 
配偶者等からのＤＶ経験の有無【精神的な嫌がらせ・脅迫】（調査結果比較：県） 

 
配偶者等からのＤＶ経験の有無【性的な行為の強要】（調査結果比較：県） 

 

何度もあった

6.3%

7.9%

1.5%

1.2%

１、２度あった

12.7%

18.5%

5.5%

11.0%

ない

77.7%

70.3%

84.7%

82.5%

無回答

3.3%

3.3%

8.3%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=480)

H28年度県調査

（N=1046）

今回調査

(N=326)

H28年度県調査

（N=766）

女
性

男
性

『あった』

計

19.0%

26.4%

7.0%

12.2%

何度もあった

7.5%

9.7%

1.8%

3.0%

１、２度あった

9.0%

11.3%

3.1%

7.4%

ない

79.0%

74.2%

85.6%

82.9%

無回答

4.6%

4.9%

9.5%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=480)

H28年度県調査

（N=1046）

今回調査

(N=326)

H28年度県調査

（N=766）

女
性

男
性

『あった』

計

16.5%

21.0%

4.9%

10.4%

何度もあった

6.9%

6.2%

0.3%

0.8%

１、２度あった

7.1%

13.2%

1.5%

1.8%

ない

81.0%

74.8%

89.0%

89.9%

無回答

5.0%

5.8%

9.2%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=480)

H28年度県調査

（N=1046）

今回調査

(N=326)

H28年度県調査

（N=766）

女
性

男
性

『あった』

計

14.0%

19.4%

1.8%

2.6%
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16. 10歳代、20歳代にＤＶを受けた経験 

 

◆男女とも「精神的な嫌がらせ・脅迫」の被害経験割合が高い◆ 
 

10 歳代、20 歳代に交際相手からＤＶを受けたことがあるかについては、「精神的な嫌がらせ・脅

迫」については女性の約 12 人に１人、「身体に対する暴行」・「性的な行為の強要」については女性

の 14～15 人に１人が経験があると回答しています。男性についても、「精神的な嫌がらせ・脅迫」

の被害経験のある人の割合が他の暴力より若干高くなっています。 

県の調査と比較すると、本市はいずれのＤＶについても被害経験のある人は低い割合となってい

ます。 
 

10 歳代・20 歳代における交際相手からのＤＶ経験の有無【身体に対する暴行】（調査結果比較：県） 

 
 

10 歳代・20 歳代における交際相手からのＤＶ経験の有無【精神的な嫌がらせ・脅迫】（調査結果比較：県） 

 
 

10 歳代・20 歳代における交際相手からのＤＶ経験の有無【性的な行為の強要】（調査結果比較：県） 

 

 

10歳代にあった

1.4%

1.3%

0.5%

0.5%

20歳代にあった

4.0%

5.9%

0.5%

1.9%

10・20歳代ともあった

1.4%

1.3%

1.3%

0.8%

ない

88.1%

87.1%

90.2%

91.4%

無回答

5.0%

4.5%

7.6%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=555)

H28年度県調査

（N=1252）

今回調査

(N=397)

H28年度県調査

（N=928）

女
性

男
性

『あった』

計

6.8%

8.5%

2.3%

3.2%

10歳代にあった

1.8%

0.9%

0.5%

0.9%

20歳代にあった

4.3%

6.8%

1.0%

2.2%

10・20歳代ともあった

2.3%

1.4%

1.5%

0.6%

ない

85.9%

85.9%

88.9%

90.2%

無回答

5.6%

5.0%

8.1%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=555)

H28年度県調査

（N=1252）

今回調査

(N=397)

H28年度県調査

（N=928）

女
性

男
性

『あった』

計

8.4%

9.1%

3.0%

3.7%

10歳代にあった

1.3%

1.2%

0.2%

20歳代にあった

4.0%

6.0%

0.3%

0.2%

10・20歳代ともあった

1.4%

0.9%

0.8%

0.3%

ない

87.6%

87.1%

90.9%

92.7%

無回答

5.8%

4.9%

8.1%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(N=555)

H28年度県調査

（N=1252）

今回調査

(N=397)

H28年度県調査

（N=928）

女
性

男
性

『あった』

計

6.7%

8.1%

1.1%

0.7%



 

- 18 - 

あった

14.0%

19.5%

6.3%

13.5%

19.3%

5.5%

10.1%

15.9%

2.0%

ない

65.7%

63.8%

68.5%

65.7%

63.6%

68.8%

68.2%

65.6%

72.0%

無回答

20.4%

16.8%

25.2%

20.8%

17.1%

25.7%

21.7%

18.6%

25.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全体

（N=953）

女性

（N=555）

男性

（N=397）

全体

（N=953）

女性

（N=555）

男性

（N=397）

全体

（N=953）

女性

（N=555）

男性

（N=397）

身体に対する暴行

精神的な

嫌がらせ・脅迫

性的な行為の強要

 

[参考]       交際相手又は配偶者に暴力や嫌がらせを受けた経験（全体・性別） 

※上記のグラフは、「身体に対する暴行」「精神的な嫌がらせ・脅迫」「性的な行為の強要」の 

それぞれについて、10歳代・20歳代に交際相手からＤＶを受けたことがある、あるいは 

配偶者等からＤＶを受けたことがある人について、ＤＶの被害経験ありとして、重複カウ 

ントせず集計したものです。 
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17. 暴力や嫌がらせ等についての相談状況（複数回答） 

 

◆「どこ（だれ）にも相談しなかった」が最も多い◆ 

 

暴力や嫌がらせ等の被害にあった際の相談状況や相談先については、「どこ（だれ）にも相談しな

かった」（48.4％）が半数近くに上り、次いで「友人・知人に相談した」（24.7％）、「家族や親戚に

相談した」（22.8％）、「警察に連絡又は相談した」（5.1％）の順となっています。 

 

ＤＶの被害についての相談状況（全体） 

 

  

24.7%

22.8%

5.1%

2.8%

1.9%

1.4%

1.4%

0.5%

0.5%

48.4%

12.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

友人や知人に相談した

家族や親戚に相談した

警察に連絡又は相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

学校関係者（教師、スクールカウンセラーなど）に相談した

市の機関(配偶者暴力相談支援センターや

福祉事務所、保健相談センターなど)に相談した

民間の専門家(弁護士やカウンセラーなど)に相談した

県の機関(男女共同参画センターや

女性相談センターなど)に相談した

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

無回答

全 体(N=215)
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18. 男女間における暴力をなくすために必要なこと（複数回答） 

 

◆身近な相談窓口を増やすことや子どもに対する人権教育を行うことが必要という割合が高い◆ 

 

男女間における暴力をなくすためにどのようなことが必要かについては、「被害者が早期に相談で

きるよう、身近な相談窓口を増やす」（48.8％）と回答した人の割合が最も高く、次いで「家庭で子

どもに対し、男女一人ひとりの人権尊重や暴力防止のための教育を行う」（47.3％）、「学校で人権問

題や暴力防止のための教育を行う」（45.3％）、「警察や医療機関、支援団体、行政が緊密に連携する」

（40.7％）の順となっています。 

県の調査と比較すると、本市は「職場などで、人権問題やハラスメントに関する研修会等を行う」

ことが必要という回答割合が 14.5ポイント高くなっています。 

 

男女間における暴力をなくすために必要なこと（調査結果比較：県） 

 

 

  

48.8%
47.3%

45.3%

40.7%

35.0%

29.5%
27.9%

23.2%

11.3%

1.8%

4.1%
6.0%

4.6%

43.3%

48.4%

56.3%

30.5%

15.0%

26.6%

19.6%

9.1%

3.0% 2.0%

6.8%
5.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

今回調査(N=953) H28年度県調査（N=2227）
県

同
一
項
目
無
し

被
害
者
が
早
期
に
相
談
で
き
る
よ
う
、
身
近
な
相

談
窓
口
を
増
や
す

家
庭
で
保
護
者
が
子
ど
も
に
対
し
、
男
女
一
人
ひ

と
り
の
人
権
尊
重
や
暴
力
防
止
の
た
め
の
教
育
を

行
う

学
校
で
児
童
・生
徒
等
に
対
し
、
性
別
に
由
来
す
る

人
権
問
題
や
暴
力
防
止
の
た
め
の
教
育
を
行
う

被
害
者
の
早
期
発
見
・支
援
の
た
め
、
警
察
や
医
療

機
関
支
援
団
体
、
行
政
が
緊
密
に
連
携
す
る

職
場
な
ど
で
、
人
権
問
題
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す

る
研
修
会
等
を
行
う

暴
力
を
助
長
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
情
報
（雑
誌
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
な
ど
）を
規
制

す
る

被
害
を
受
け
、
悩
ん
で
い
る
人
へ
の
情
報
提
供
な

ど
、
広
報
・啓
発
活
動
を
行
う

加
害
者
へ
の
罰
則
強
化
や
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い

た
め
の
教
育
な
ど
対
策
を
進
め
る

地
域
（町
内
会
・Ｐ
Ｔ
Ａ
等
）で
、
人
権
問
題
や
暴
力

防
止
の
た
め
の
研
修
会
等
を
行
う

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

そ
の
他
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19. 各分野における方針・施策を決める際の女性の意見の反映度 

 

◆職場や地域社会では反映されている、 

        国政・市政・県政の場では反映されていないと感じている割合が高い◆ 

 

各分野における方針や施策決定に女性の意見がどの程度反映されているかについては、「職場」や

「地域社会」では反映度が高いと感じており、「国政の場」や「市政・県政の場」では女性の意見の

反映度は低いと感じている人の割合がやや高くなっています。 

 

各分野での方針・政策における女性意見の反映度（全体） 

 

  

十分に

反映されている

10.4%

4.1%

2.3%

2.4%

ある程度反映

されている

33.5%

28.5%

20.8%

20.8%

あまり反映

されていない

15.9%

22.4%

24.7%

25.4%

全く反映されて

いない

2.2%

2.2%

4.0%

5.5%

どちらとも

いえない

9.2%

11.9%

12.5%

12.3%

わからない

18.8%

21.6%

25.8%

23.9%

無回答

10.0%

9.3%

10.0%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

職場

地域社会

市政・県政の場

国政の場

『反映されて

いる』

『反映されて

いない』

43.9% 18.1%

32.6% 24.6%

23.1% 28.7%

23.2% 30.9%
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20. 政策・方針決定の場に女性が少ない理由（複数回答） 

 

◆「組織運営が男性優位になっているため」が最も高い割合◆ 

 

政策・方針決定の場に女性が少ない理由については、前回同様、今回も「組織運営が男性優位に

なっているため」と回答した人の割合が最も高く、約５割となっています。次いで「女性の参画を

積極的に進めようと意識している人が少ないため」（32.8％）、「家庭・地域・職場において、性別に

よる固定的な役割分担意識や性差別意識があるため」（28.8％）の順となっています。 

 

政策・方針決定の場に女性が少ない理由（全体） 

 

  

47.7%

32.8%

28.8%

27.9%

24.6%

21.9%

19.2%

17.7%

1.6%

12.6%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

組織運営が男性優位になっているため

女性の参画を積極的に進めようと

意識している人が少ないため

家庭・地域・職場において、性別による固定的な

役割分担意識や性差別意識があるため

女性があまり積極的でないため

家族の支援や協力が得られにくいため

市や県の審議会等の委員などに

女性が就く機会が限られているため

女性の能力開発の機会が不十分なため

女性の活動を支援する

ネットワークが不足しているため

その他

わからない

無回答

全 体 (N=953)
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21. 女性が地域活動のリーダーになるために必要なこと（複数回答） 

 

◆女性が地域活動のリ－ダ－になることに対して 

男性も女性自身も抵抗感をなくすことが必要であるという割合が高い◆ 

 

女性が地域活動のリ－ダ－になるために必要なことについては、「女性が地域活動のリ－ダ－にな

ることに対する男性の抵抗感をなくすこと」（45.0%）と回答した人の割合が最も高く、次いで「女

性が地域活動のリ－ダ－になることに対する女性自身の抵抗感をなくすこと」（37.4%）、「社会の中

で、女性が地域活動のリ－ダ－になることについて、その評価を高めること」（29.4%）の順となっ

ています。 

内閣府調査では、それぞれの割合は本市よりさらに高く、「女性が地域活動のリ－ダ－になること

に対する男性の抵抗感をなくすこと」が半数以上となっており、また「社会の中で、女性が地域活

動のリ－ダ－になることについて、その評価を高めること」については約４割の人が必要と回答し

ています。 

 

女性が地域活動のリーダーになるために必要なこと（調査結果比較：国） 

 

 

 

  

45.0%

37.4%

29.4%

25.0%

23.3%

1.2%

5.0%

11.0%

5.8%

52.1%

39.7%

39.9%

25.8%

27.4%

0.7%

6.7%

4.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

女性が地域活動のリーダーになることに

対する男性の抵抗感をなくすこと

女性が地域活動のリーダーになることに

対する女性自身の抵抗感をなくすこと

社会の中で、女性が地域活動のリーダーに

なることについて、その評価を高めること

女性が地域活動のリーダーになることについて、

啓発や情報提供・研修を行うこと

女性が地域活動のリーダーに

一定の割合でなるような取組を進めること

その他

特にない

わからない

無回答

全 体(N=953) H28年度内閣府調査（N=3059）
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22. 「男女共同参画社会」を実現するために行政が力を入れていくべきこと（複数回答） 

 

◆子どもの頃から学習機会を充実させることや 

仕事と家庭生活が両立できる環境づくりが必要という割合が高い◆ 
 

「男女共同参画社会」実現のために行政が力を入れるべきことについては、「子どもの頃から、男

女の平等や相互の理解・協力について学習機会を充実させる」（43.9%）と回答した人の割合が最も

高く、次いで「仕事と家庭生活が両立できる就労環境づくりを進める」（37.8%）、「保育施設やサー

ビスを充実する」（23.9％）、「高齢者や障がい者等に対する施設や介護サービスなどを充実する」

（18.8％）、「女性に対する暴力防止や被害者支援に取り組む」（17.3％）の順となっています。 
 

「男女共同参画社会」実現のために行政が力を入れるべきこと（全体） 

  

43.9%

37.8%

23.9%

18.8%

17.3%

17.2%

16.2%

13.5%

9.9%

9.7%

7.2%

6.0%

1.2%

2.6%

7.1%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子どもの頃から、男女の平等や相互の

理解・協力について学習機会を充実させる

職場における労働時間短縮や育児・介護休業制度の

普及促進など、仕事と家庭生活が両立できる

就労環境づくりを進める

保育所や放課後児童クラブなど、

保育施設やサービスを充実する

高齢者や障がい者等に対する

施設や介護サービスなどを充実する

女性に対する暴力(セクハラやＤＶなど)の

防止や被害者支援に取り組む

各種審議会など政策・方針決定の場へ

女性の参画を進める

職場における男女の均等な取扱いが

図られるよう、企業等に対し周知徹底する

男女の平等や相互の理解・協力について、

広く市民への学習機会を充実する

地域における男女共同参画の

推進役となる人材を育成する

女性が職業に就くための職業訓練の場や

情報提供、相談窓口を充実する

広報誌・パンフレットなどで男女の平等と

相互の理解・協力について広報・ＰＲする

男女共同参画に関する啓発や交流、

相談の場などを充実する

その他

特にない

わからない

無回答

全 体 (N=953)
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23. 男女共同参画に関連の深い用語等の認知度 

 

◆ＤＶやその関連の用語等については、よく知られている◆ 

 

男女共同参画の関連用語等の認知度について、「知っている」又は「聞いたことがある」用語等と

しては、「ＤＶ」（90.5%）が最も高く、次いで「デ－トＤＶ」（79.0%）、「ＤＶ防止法」（78.9%）、「男

女共同参画社会」（70.1%）の順となっています。一方、「ダイバーシティ」「ポジティブ・アクショ

ン」「女性活躍推進法」「鹿屋市男女共同参画推進条例」「鹿屋市配偶者暴力相談支援センター」につ

いては、半数以上の人が「知らない」と回答しています。 

 

男女共同参画の関連用語の認知度（全体） 

 

 

 

知っている

43.4%

27.6%

84.5%

63.1%

11.3%

34.4%

14.3%

17.5%

47.0%

13.2%

11.1%

11.1%

聞いたことがある

26.7%

23.4%

6.0%

15.9%

23.4%

28.1%

27.9%

30.6%

31.9%

30.5%

27.0%

23.3%

知らない

24.0%

41.9%

4.7%

15.2%

59.0%

31.7%

51.3%

45.1%

15.6%

50.2%

56.5%

60.0%

無回答

5.9%

7.1%

4.8%

5.8%

6.3%

5.8%

6.5%

6.7%

5.5%

6.1%

5.5%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

男女共同参画社会

ジェンダー

ＤＶ

デートＤＶ

ダイバーシティ

ワーク・ライフ・バランス

ポジティブ・アクション

女子差別撤廃条約

ＤＶ防止法

女性活躍推進法

鹿屋市男女共同参画推進条例

鹿屋市配偶者暴力相談支援センター

『知っている』

『聞いたことがある』

の合計

70.1%

51.0%

90.5%

79.0%

34.7%

62.5%

42.2%

48.1%

78.9%

43.7%

38.1%

34.4%


